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資料２「令和４年度の事業実績について」 

公表前の資料であり未だ精査中のため。精査後に「令和４年度 外国人技能実習機構 業務統計」として当

機構のホームページに掲載予定です。 

 

 

 

＊赤枠内は、掲載にあたって追記したもので、評議員会（令和５年６月２８日）当時に記載されていたもので

はありません。 
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令
和
５
年
度
の
事
業
計
画
に
つ
い
て

外
国
人
技
能
実
習
機
構

令
和
５
年
６
月
２
８
日

資
料
３





事
業
計
画
の
概
要

１
．
適
正
な
業
務
運
営
の
確
保

１

１
．
業
務
の
計
画
的
遂
行
及
び
進
捗
管
理
並
び
に
部
門
横
断
的
対
応

○
業
務
進
捗
状
況
を
定
期
的
に
点
検
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
た
業
務
改
善
の
実
施

２
．
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
整
備

○
「
運
営
基
本
理
念
」
の
浸
透
に
よ
る
統
制
環
境
の
確
保

○
リ
ス
ク
管
理
委
員
会
で
定
め
た
機
構
全
体
の
優
先
対
応
リ
ス
ク
（
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
交
通
事
故
の

発
生
等
）
へ
の
評
価
と
対
応
、
監
査
室
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
の
実
施

○
全
職
員
を
対
象
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
徹
底
を
図
る
た
め
、
職
員
研
修
、
個
人
情
報
保
護
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
を
活
用
し
た
自
己
点
検
の
実
施

３
．
情
報
提
供
及
び
広
報
の
実
施

○
外
部
機
関
か
ら
の
講
師
派
遣
依
頼
へ
の
対
応
を
通
じ
た
積
極
的
な
周
知
・
啓
発

○
監
理
団
体
向
け
情
報
発
信
サ
ー
ビ
ス
や
S
N
S
な
ど
様
々
な
ツ
ー
ル
を
活
用
し
た
効
果
的
な
広
報
の
実
施

４
．
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
及
び
個
人
情
報
保
護
の
推
進

○
職
員
に
対
す
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
規
程
・
個
人
情
報
保
護
規
程
の
周
知
徹
底

○
情
報
シ
ス
テ
ム
の
脆
弱
性
対
策
、
ア
ク
セ
ス
ロ
グ
の
定
期
的
点
検
、
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
、

そ
の
他
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
適
切
な
実
施



２

○
監
理
団
体
、
実
習
実
施
者
及
び
送
出
機
関
に
お
け
る
技
能
実
習
生
を
め
ぐ
る
違
法
な
契
約
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
部
門
を
横
断
し
た
取
組
を
実
施

３
．
送
出
機
関
等
に
お
け
る
違
法
な
契
約
に
係
る
部
門
横
断
的
な
取
組

○
定
期
協
議
の
開
催

○
情
報
共
有

○
送
出
機
関
の
不
適
切
事
案
に
関
す
る
通
報

○
来
日
前
の
（
候
補
者
を
含
む
）
技
能
実
習
生
に
向
け
た
情
報
発
信

（
送
出
国
政
府
に
対
し
て
、
「
技
能
実
習
制
度
の
概
要
や
相
談
先
」
を
紹
介
す
る
動
画
の
周
知
依
頼
）

２
．
協
力
覚
書
（
M
O
C
）
に
基
づ
く
送
出
国
政
府
と
の
連
携



４
．
技
能
実
習
計
画
の
認
定
に
関
す
る
事
項

３

○
申
請
手
続
き
に
つ
い
て
十
分
な
事
前
説
明
の
実
施
（
H
P
、
窓
口
、
外
部
講
習
機
関
が
開
催
す
る
講
習
機
関
等
）

○
法
令
に
基
づ
く
認
定
基
準
等
の
要
件
に
照
ら
し
た
厳
正
な
事
実
確
認
の
実
施
及
び
蓄
積
さ
れ
た
審
査
事
例
や

実
地
検
査
結
果
等
を
踏
ま
え
た
適
正
・
効
率
化
の
推
進

○
技
能
実
習
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
る
講
習
、
実
習
内
容
、
待
遇
、
指
導
体
制
等
に
つ
い
て
、
技
能
実
習
の
目
標
を

確
実
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
る
よ
う
調
査
・
指
導
の
実
施

○
過
去
に
不
正
行
為
の
認
定
や
行
政
処
分
等
を
受
け
た
者
が
新
た
に
技
能
実
習
を
開
始
す
る
場
合
の
綿
密
な
調
査
・

指
導
の
実
施

５
．
実
習
実
施
者
か
ら
の
各
種
届
出
の
受
理
及
び
対
応

①
実
習
実
施
者
届
出
（
実
習
実
施
者
が
技
能
実
習
を
開
始
し
た
場
合
）

②
技
能
実
習
計
画
軽
微
変
更
届
出
（
技
能
実
習
の
計
画
に
軽
微
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合
）

③
技
能
実
習
実
施
困
難
時
届
出

・
強
制
帰
国
が
疑
わ
れ
る
な
ど
の
場
合
、
速
や
か
に
地
方
事
務
所
指
導
課
及
び
援
助
課
に
情
報
を
共
有

・
行
方
不
明
事
案
は
速
や
か
に
地
方
事
務
所
指
導
課
と
情
報
を
共
有

・
死
亡
事
案
は
地
方
事
務
所
指
導
課
の
ほ
か
、
本
部
を
通
し
て
主
務
省
庁
に
も
速
や
か
に
情
報
を
共
有



４

１
．
申
請
等
に
係
る
適
切
な
取
組

○
申
請
書
等
の
記
入
方
法
、
必
要
書
類
、
手
数
料
、
留
意
事
項
等
に
つ
い
て
、
H
P
等
を
通
じ
た
情
報
提
供

○
相
談
や
問
い
合
わ
せ
へ
の
丁
寧
な
対
応

２
．
適
正
な
進
行
管
理
と
審
査

○
進
行
管
理
の
的
確
な
実
施
及
び
必
要
に
応
じ
た
業
務
応
援
等
の
組
織
的
な
対
応
の
実
施

○
令
和
５
年
度
以
降
も
更
新
申
請
数
が
高
水
準
で
推
移
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
必
要
な
体
制
整
備
を
行
い
、

迅
速
処
理
の
実
施

６
．
監
理
団
体
か
ら
の
申
請
・
届
出
等
に
係
る
審
査
に
関
す
る
事
項

７
．
監
理
団
体
及
び
実
習
実
施
者
に
対
す
る
指
導
監
督
等

１
．
年
間
検
査
方
針
の
策
定

○
本
部
に
お
い
て
は
、
全
国
的
な
課
題
を
把
握
・
整
理
し
、
実
地
検
査
の
検
査
方
針
を
策
定

○
地
方
事
務
所
等
に
お
い
て
は
、
年
間
検
査
方
針
等
に
基
づ
き
、
年
間
検
査
計
画
及
び
月
間
検
査
計
画
を
策
定

２
．
指
導
監
督
の
実
効
性
の
確
保

○
実
地
検
査
時
に
お
い
て
、
技
能
実
習
法
に
基
づ
く
実
習
実
施
者
等
の
設
備
や
帳
簿
書
類
等
の
検
査

○
実
地
検
査
時
に
お
い
て
、
技
能
実
習
生
と
面
談
す
る
機
会
の
確
保
（
実
施
状
況
等
の
確
認
）

そ
の
際
、
通
訳
人
の
活
用
や
携
帯
型
翻
訳
機
器
の
配
備
等
に
よ
り
、
的
確
か
つ
円
滑
に
実
施

○
関
係
行
政
機
関
と
連
携
し
、
相
互
通
報
制
度
の
運
用
及
び
合
同
検
査
の
実
施



８
．
技
能
実
習
生
の
保
護

１
．
技
能
実
習
生
か
ら
の
通
報
・
申
告
、
母
国
語
で
の
相
談
対
応
等

○
技
能
実
習
生
が
母
国
語
で
通
報
・
申
告
又
は
相
談
で
き
る
よ
う
、
母
国
語
相
談
を
実
施

○
地
方
事
務
所
等
に
委
嘱
通
訳
人
を
配
置
し
、
不
安
を
抱
え
る
技
能
実
習
生
へ
の
積
極
的
な
相
談
等
を
実
施

○
H
P
、
技
能
実
習
生
手
帳
、
技
能
実
習
生
手
帳
ア
プ
リ
、
名
刺
型
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
活
用
し
た
必
要
な
情
報
の
周
知

○
申
告
事
案
の
適
正
受
理
と
受
理
後
の
指
導
課
へ
の
情
報
提
供

２
．
技
能
実
習
継
続
の
た
め
の
支
援

○
技
能
実
習
生
へ
の
実
習
先
変
更
支
援
（
実
習
実
施
者
等
へ
の
指
導
や
助
言
、
実
習
先
変
更
支
援
サ
イ
ト
を
活
用
し
た

情
報
提
供
、
個
別
の
実
習
先
変
更
支
援
）

○
宿
泊
支
援
の
実
施

３
．
第
3
号
技
能
実
習
へ
の
移
行
希
望
者
へ
の
支
援

○
実
習
先
変
更
支
援
サ
イ
ト
に
お
い
て
、
受
入
れ
を
希
望
す
る
監
理
団
体
の
情
報
を
掲
載

５



６

○
第
２
号
技
能
実
習
へ
の
移
行
対
象
と
な
る
職
種
・
作
業
の
追
加
を
希
望
す
る
業
界
団
体
等
に
対
し
、
必
要
な
要
件
の
説
明

○
職
種
・
作
業
の
追
加
に
向
け
た
具
体
的
な
作
業
に
つ
い
て
の
指
導
、
助
言

９
．
第
２
号
技
能
実
習
へ
の
移
行
対
象
と
な
る
職
種
・
作
業
の
拡
大

○
監
理
団
体
等
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
受
検
者
情
報
の
確
認
（
在
留
期
限
や
受
検
希
望
期
間
等
）
、
試
験
実
施
機
関
へ
の

取
次
ぎ
に
よ
り
、
技
能
実
習
生
の
確
実
か
つ
適
切
な
時
期
の
受
検
の
た
め
の
手
続
の
支
援

○
試
験
実
施
機
関
と
の
連
携
及
び
監
理
団
体
等
へ
の
早
期
受
検
申
請
を
促
す
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布

1
0
．
技
能
検
定
等
の
受
検
の
た
め
の
手
続
の
支
援

○
日
本
語
教
育
教
材
（
漁
業
関
係
職
種
）
の
開
発

○
日
本
語
教
育
ア
プ
リ
（
繊
維
・
衣
服
関
係
職
種
）
の
コ
ン
テ
ン
ツ
追
加

○
日
本
語
教
育
ア
プ
リ
の
周
知
の
た
め
の
取
組

1
1
．
技
能
実
習
生
の
日
本
語
学
習
の
た
め
の
環
境
整
備



1
2
．
労
働
安
全
衛
生
に
係
る
指
導
・
啓
発
ツ
ー
ル
等
の
活
用

○
労
働
災
害
に
よ
り
技
能
実
習
の
実
施
が
困
難
と
な
っ
た
事
案
等
に
つ
い
て
全
数
実
地
検
査
を
実
施

○
技
能
実
習
生
に
特
有
の
状
況
を
踏
ま
え
た
労
働
安
全
衛
生
に
係
る
指
導
・
啓
発
の
適
切
な
実
施

○
業
種
・
職
種
別
の
安
全
衛
生
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
有
効
活
用

1
3
．
技
能
実
習
に
関
す
る
調
査
お
よ
び
公
表

○
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
、
支
援
実
態
等
調
査
、
取
組
事
例
調
査
の
分
析
・
周
知

○
機
構
が
行
う
各
種
業
務
に
つ
い
て
、
業
務
統
計
の
精
査
・
取
り
ま
と
め
、
公
表

○
事
業
報
告
書
及
び
実
施
状
況
報
告
書
に
つ
い
て
、
デ
ー
タ
を
精
査
・
取
り
ま
と
め
、
公
表

1
4
．
地
域
協
議
会
等
を
通
じ
た
関
係
機
関
と
の
連
携

○
各
地
域
に
お
け
る
国
の
関
係
機
関
や
地
方
公
共
団
体
等
と
技
能
実
習
制
度
の
適
正
化
に
向
け
た

密
接
な
連
携
の
確
保
及
び
強
化
の
推
進

７

＞
広
報
（
認
定
、





資料４ 

外国人技能実習機構評議員会運営規程 

 

規程第５４号 

平成３０年２月６日 

 

 （設置） 

第１条 外国人技能実習機構（以下「機構」という。）に、機構の業務（外国人

の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法

律第８９号）第８７条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。以

下この条において同じ。））の円滑な運営を図るため、評議員会を置く。 

２ 評議員会は、機構の業務の運営に関する重要事項を審議する。 

３ 評議員会は、前項に規定するもののほか、機構の業務の運営に関し、理事長

の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項につい

て理事長に建議することができる。 

 

 （組織） 

第２条 評議員会は、評議員１５人以内をもって組織する。 

 

 （評議員の任命） 

第３条 評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び技能実習に関

して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を

受けて任命する。 

 

 （構成） 

第４条 評議員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数

とする。 

 

 （任期） 

第５条 評議員の任期は、４年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 評議員は、再任されることができる。 

 

 （議長） 

第６条 評議員会に議長を置き、技能実習に関して専門的な知識と経験を有す

る者を代表する評議員のうちから、評議員の互選により選任する。 

２ 議長は、評議員会の会務を総理する。 

３ 議長に事故のあるときは、技能実習に関して専門的な知識と経験を有する

者を代表する評議員のうちから議長があらかじめ指名する評議員が、その職

務を代理する。 



 

 （招集） 

第７条 評議員会の会議は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、会議を招集するときは、あらかじめ付議事項、日時及び場所を評

議員に通知するものとする。 

 

 （議事） 

第８条 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決する

ことができない。 

２ 評議員会の議事は、評議員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数

の場合は、議長の決するところによる。 

３ 評議員は、議長の許可を受けて、代理者を出席させることができる。ただし、

代理者は、前２項の適用については欠席したものとして取り扱う。 

 

（資料の提出等の要求） 

第９条 評議員会は、審議のため必要があると認めるときは、機構の役職員その

他の者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。 

 

 （秘密保持） 

第１０条 評議員又は評議員の職にあった者は、その職務上知り得た秘密を漏

らし、又は盗用してはならない。 

 

 （情報公開） 

第１１条 評議員会の資料及び議事要旨については、公開する。ただし、理事長

が特に必要があると認めるときは、資料の全部又は一部を非公開とすること

ができる。 

 

（庶務） 

第１２条 評議員会に関する事務は、総務部企画・広報課が行う。 

 

 （雑則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、評議員会に関し必要な事項は、理事長

が別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成３０年２月６日から施行する。 



資料５ 

外国人技能実習機構評議員会関係法令等（抄） 

 

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成 28 年法律第

89 号） 

（評議員会関係部分抜粋） 

 

第三章 外国人技能実習機構 

第四節 評議員会 

 

（設置） 

第八十二条 機構に、第八十七条の業務（同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯す

る業務を除く。以下この条において同じ。）の円滑な運営を図るため、評議員会を置

く。 

２ 評議員会は、第八十七条の業務の運営に関する重要事項を審議する。 

３ 評議員会は、前項に規定するもののほか、第八十七条の業務の運営に関し、理事

長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理

事長に建議することができる。 

 

 （組織） 

第八十三条 評議員会は、評議員十五人以内をもって組織する。 

 

 （評議員） 

第八十四条 評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び技能実習に関

して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を受けて

任命する。 

２ 評議員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。 

３ 評議員の任期は、四年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

４ 評議員は、再任されることができる。 

 

 （評議員の解任） 

第八十五条 理事長は、評議員が第七十四条第二項各号のいずれかに該当するに至っ

たときは、前条第一項の規定の例により、その評議員を解任することができる。 

 

 （評議員の秘密保持義務等） 

第八十六条 第八十条及び第八十一条の規定は、評議員について準用する。 

 

（業務の範囲） 

第八十七条 機構は、第五十七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

 一 技能実習に関し行う次に掲げる業務 

  イ 第十二条第一項の規定により認定事務を行うこと。 

  ロ 第十四条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求

め、又はその職員をして、質問させ、若しくは検査させること。 

  ハ 第十八条第一項（第十九条第三項、第二十一条第二項、第二十七条第三項、



 

第三十二条第七項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第四十二条第三

項において準用する場合を含む。）の規定により届出、報告書、監査報告書又は

事業報告書を受理すること。 

  ニ 第二十四条第一項（第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用す

る場合を含む。）の規定により事実関係の調査を行うこと。 

  ホ 第二十四条第三項（第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用す

る場合を含む。）の規定により申請書を受理すること。 

  ヘ 第二十九条第四項（第三十一条第五項並びに第三十二条第二項及び第七項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により許可証の交付又は再交付に係る事務

を行うこと。 

 

 二 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために技能実習生からの相

談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務 

 三 技能実習に関し、調査及び研究を行う業務 

 四 その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務 

 五 前各号に掲げる業務（これらに附帯する業務を含み、主務省令で定める業務を

除く。）に係る手数料を徴収する業務 

 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務 

 

（役員の解任） 

第七十四条 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該

当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 

２ 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該

当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第七十一条の規定

の例により、その役員を解任することができる。 

 一 破産手続開始の決定を受けたとき。 

 二 禁錮以上の刑に処せられたとき。 

 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 

 四 職務上の義務違反があるとき。 

 

（役員及び職員の秘密保持義務） 

第八十条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なく、

その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 

 

 （役員及び職員の地位） 

第八十一条 機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令によ

り公務に従事する職員とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 

（評議員会関係部分抜粋） 

 

第三章 外国人技能実習機構 

第一節 役員等 

（理事の任命及び解任の認可申請） 

第五十七条 機構の理事長は、法第七十一条第二項又は第七十四条第二項の規定によ

る認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付し

て、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 

一 任命し、又は解任しようとする理事の氏名、住所及び履歴 

二 任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約 

イ 法第七十三条又は第七十五条本文に該当すること。 

ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当すること。 

ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者に該当すること。 

三 任命し、又は解任しようとする理由 

 

第二節 評議員会 

（評議員の任命及び解任の認可申請） 

第五十九条 機構の理事長は、法第八十四条第一項又は第八十五条の規定による認可を

受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これ

を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 

一 任命し、又は解任しようとする評議員の氏名、住所及び履歴 

二 任命しようとする評議員が第五十七条第二号ロ又はハに該当しないことの誓約 

三 任命し、又は解任しようとする理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○外国人技能実習機構定款（抄） 

 

第５章 評議員会 

 

（設置） 

第２５条 機構に、機構の業務（法第８７条第１号に掲げる業務及びこれに附帯する

業務を除く。以下この条において同じ。）の円滑な運営を図るため、評議員会を置

く。 

２ 評議員会は、機構の業務の運営に関する重要事項を審議する。 

３ 評議員会は、前項に規定するもののほか、機構の業務の運営に関し、理事長の諮

問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に

建議することができる。 

 

 （組織） 

第２６条 評議員会は、評議員１５人以内をもって組織する。 

２ 評議員会に議長を置き、評議員のうちから、評議員の互選によってこれを定め

る。 

３ 議長は、評議員会の会務を総理する。 

４ 評議員会は、あらかじめ、評議員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職

務を代理する者を定めておくものとする。 

 

 （評議員） 

第２７条 評議員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び技能実習に関し

て専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が法務大臣及び厚生労働大臣

の認可を受けて任命する。 

２ 評議員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。 

３ 評議員の任期は、４年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

４ 評議員は、再任されることができる。 

 

(評議員の解任) 

第２８条 理事長は、評議員が第１５条第２項各号のいずれかに該当するに至ったと

きは、前条第１項の規定の例により、その評議員を解任することができる。 

 

【参考】 

（役員の解任） 

第１５条 法務大臣及び厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が

前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任するものとする。 

２ 法務大臣及び厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各

号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、

第１２条の規定の例により、その役員を解任することができる。 

（１）破産手続開始の決定を受けたとき。 

（２）禁錮以上の刑に処せられたとき。 

（３）心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 

（４）職務上の義務違反があるとき。 



資料６ 
 

令和４年度 第２回 外国人技能実習機構評議員会 

 

１ 日時 令和５年２月６日（月）１０時００分～１１時３０分 

２ 場所 Web 会議システムによる開催 

３ 出席者 多賀谷評議員（議長）、上林評議員、野村評議員、川野評議員、奈良評議員、

村上評議員、大下評議員、佐久間評議員、堀内評議員 

 

４ 議事 

⑴ 令和４年度事業実績（上半期）について 

⑵ その他 

 

５ 議事概要 

⑴ 令和４年度上半期の事業実績等について、事務局から説明が行われた。 

⑵ 評議員からの以下のような意見や質問に対して、事務局から説明が行われた。 

・ 技能実習制度及び特定技能制度の在り方について議論がされているが、今後も、外

国人材の受入れ現場を監理・支援する仕組みは絶対に必要である。 

・ 技能実習生からの相談を受けることはもちろん、問題を解決に導く対応こそ技能

実習生が求めていることではないか。 

・ 監理団体と登録支援機関は兼ねることができるため、同じ人が同じようなことを

やっているのに、監理団体のときは非営利、登録支援機関のときは営利ということに

もなるので、矛盾が生じているように思う。 

・ 日本がベトナム人を安価な労働力として活用しているのではないかとベトナムに

思われていないか懸念されるので、技能実習生の受入れに関して、日本を代表してベ

トナムと交渉する主体が必要だと考える。 

・ ベトナムで送出機関に関連した法改正があったが、具体的な改正内容およびベト

ナム人技能実習生に生じた影響を伺いたい。 

・ 送出国政府への通報等の実施に関し、通報の件数及びどの国に対し実施したのか

教えていただきたい。 

・ 技能実習生数と異なり、監理団体数は増加し続けている要因について伺いたい。 

・ 実地検査の件数が増加している要因を伺いたい。 

・ 実地検査で行っている技能実習生からのヒアリングは、技能実習の実態を把握す

るうえで非常に重要だと思うが、ヒアリングの実施状況及び効果について伺いたい。 

・ 助成金の不正受給やセクハラなどの問題を起こした事業者等について、技能実習

生に関連してのみ問題を起こしているのか、それとも、技能実習生以外の労働者に関

連して同様の問題を起こしているか把握する必要がある。 

・ 技能実習生からの相談が増加している要因と多く寄せられる相談や物価高に関す



資料６ 
 

るものなど特徴的な相談があれば伺いたい。 

・ 特定技能など技能実習以外の在留資格の方からの相談状況を伺いたい。 

・ 特定技能外国人からの質問を受け付けたときには、各業種の関係団体に情報共有

等を行っているのか伺いたい。 

・ 転籍支援における対応の流れや対応期間を伺いたい。 

・ 実習先変更支援サイトについて、今年度から多言語対応としたことで、利用者数や

利用層など前年度までと異なる傾向があれば伺いたい。 

・ 技能実習生の入国後講習等において機構の存在や相談窓口の認知度向上のため、

各種ＳＮＳや監理団体及び外国人支援機関などを通じた継続的な情報発信が必要で

ある。 

・ 問い合わせへの対応や情報発信について、チャット機能を使った即応的な情報提

供の導入を検討していただきたい。 

・ 各種申請に係る問い合わせについて、事前にメールで相談事項を送ったうえで電

話相談やオンライン相談ができるように検討していただきたい。 

・ 電子申請システムの導入について、着実に進めていただきたい。 

・ 技能実習制度及び特定技能制度の在り方について議論がされているなかでのデー

タベースシステムの改修となるので、有効な設備投資となるよう改修スケジュール

を適切に管理していただきたい。 
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と
技
能
実
習
生
数
の
推
移

令
和
４
年
末
の
技
能
実
習
生
数
は
3
2
4
,9
4
0
人
（
前
年
比
1
7
.7
％
増
）
で
在
留
外
国
人
の
1
0
.6
%
を
占
め
る
。



３
．
技
能
実
習
生
数

各
号
別
の
推
移

1
4
3
,3

7
7
 

1
6
9
,3

8
3
 

7
5
,6

8
1
 

2
4
,2

1
6
 

1
6
4
,9

9
3
 

1
7
7
,5

8
5
 

2
1
5
,2

3
3
 

2
6
2
,6

6
3
 

2
0
4
,8

2
4
 

8
4
,3

8
6
 

7
,3

9
8
 

2
6
,3

5
6
 

3
9
,8

5
6
 

4
7
,0

8
3
 

7
5
,5

6
1
 

0

5
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
5
0
,0

0
0

2
0
0
,0

0
0

2
5
0
,0

0
0

3
0
0
,0

0
0

3
5
0
,0

0
0

4
0
0
,0

0
0

4
5
0
,0

0
0

平
成

3
0
年
末

令
和
元
年
末

令
和
２
年
末

令
和
３
年
末

令
和
４
年
末

技
能
実
習
１
号

技
能
実
習
２
号

技
能
実
習
３
号

出
所
：
法
務
省
デ
ー
タ

３



４
．
技
能
実
習
生
数

国
籍
・
地
域
別
の
内
訳

４
出
所
：
法
務
省
デ
ー
タ

国
別
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
技
能
実
習
生
が
1
7
6
,3
4
6
(+
9
.8
%
)で

最
も
多
く
、
次
い
で

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
4
5
,9
1
9
人
(+
8
3
.6
%
)、

一
方
で
、
中
国
は
2
8
,8
0
2
人
(-
2
3
.2
%
)

2
1
8
,7

2
7
 

2
0
8
,8

7
9
 

1
6
0
,5

6
3
 

1
7
6
,3

4
6

8
2
,3

7
0
 

6
3
,7

4
1
 

3
7
,4

8
9
 

2
8
,8

0
2

3
5
,8

7
4
 

3
1
,6

4
8
 

2
3
,1

8
6
 

2
9
,1

4
0

3
5
,4

0
4
 

3
4
,4

5
9
 

2
5
,0

0
7
 

4
5
,9

1
9

1
1
,3

2
5
 

1
0
,7

3
5
 

7
,4

7
8
 

9
,4

2
5

2
7
,2

7
2
 

2
8
,7

3
8
 

2
2
,4

0
0
 

3
5
,3

0
8

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

令
和
元
年
末

令
和
２
年
末

令
和
３
年
末

令
和
４
年
末

ベ
ト

ナ
ム

中
国

フ
ィ

リ
ピ

ン
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
タ

イ
そ

の
他



（
外
国
人
技
能
実
習
機
構
デ
ー
タ
）

５

５
．
監
理
団
体
数
と
実
習
実
施
者
数
の
状
況

2
,0

5
1
 

2
,4

2
2
 

2
,8

3
9
 

3
,2

2
2
 

3
,5

0
5
 

3
,6

3
2
 

6
3
,2

2
4
 

6
6
,8

1
7
 

6
1
,8

0
3
 

4
0
0
0
0

4
5
0
0
0

5
0
0
0
0

5
5
0
0
0

6
0
0
0
0

6
5
0
0
0

0

5
0
0

1
,0

0
0

1
,5

0
0

2
,0

0
0

2
,5

0
0

3
,0

0
0

3
,5

0
0

4
,0

0
0

4
,5

0
0

5
,0

0
0

平
成

2
9
年
度

平
成

3
0
年
度

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

監
理
団
体
数

実
習
実
施
者
数

※
監
理
団
体
数
は
年
度
末
時
点
、
実
習
実
施
者
数
は
該
当
年
度
に
技
能
実
習
を
実
施
し
た
数



６
．
在
留
資
格
別

在
留
外
国
人
数
の
推
移

６
出
所
：
法
務
省
デ
ー
タ



７
．
在
留
資
格
別

在
留
外
国
人
数
の
構
成
比
（
令
和
４
年
末
）

７
出
所
：
法
務
省
デ
ー
タ





外
国
人
技
能
実
習
機
構

技
能
実
習
制
度
運
用
要
領
の

改
正
ポ
イ
ン
ト

令
和
５
年
５
月
2
5
日

参
考
資
料





１
．
技
能
実
習
計
画
関
係

〇
常
勤
職
員
等
で
あ
る
旨
の
誓
約
書
を
提
出
い
た
だ
く
こ
と
で
、
技
能
実
習
責
任
者
、
技
能
実
習
指
導
員
、

生
活
指
導
員
の
常
勤
性
が
確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
は
原
則
不
要
と
な
り
ま
し
た
。
【
通
し
番
号
0
8
、
0
9
、

1
0
】

〇
技
能
実
習
計
画
認
定
申
請
の
と
き
に
技
能
実
習
期
間
中
の
待
遇
に
関
す
る
重
要
事
項
説
明
書
の
提
出
は

不
要
と
な
り
、
実
習
実
施
者
が
保
管
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
【
通
し
番
号
1
6
】

〇
技
能
実
習
を
中
断
し
た
後
に
再
開
す
る
際
の
手
続
が
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

・
令
和
５
年
４
月
１
日
以
降
は
技
能
実
習
計
画
の
変
更
認
定
手
続
に
よ
り
行
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た

（
従
来
の
新
規
の
認
定
は
不
要
）
。
【
通
し
番
号
0
5
、
2
8
、
3
0
、
3
3
、
5
3
】

・
技
能
実
習
を
中
断
し
た
後
に
再
開
す
る
場
合
「
中
断
し
た
理
由
及
び
再
開
す
る
に
至
っ
た
経
緯
等
を
記

載
し
た
理
由
書
（
様
式
自
由
）
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
【
通
し
番
号
2
8
、
3
0
、
3
3
、

5
3
】

・
妊
娠
、
出
産
等
を
理
由
に
技
能
実
習
生
が
帰
国
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
場
合
「
妊
娠
等
に
関
連
し
た

技
能
実
習
期
間
満
了
前
の
帰
国
に
つ
い
て
の
申
告
書
」
を
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
【
通
し
番
号
3
0
、
5
3
】

～
は
じ
め
に
～

技
能
実
習
制
度
運
用
要
領
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
主
な
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
で
は
、
各
種
申
請
手
続
の
簡
素
化
や
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

改
正
ポ
イ
ン
ト
の
後
に
記
載
し
て
い
る
【
通
し
番
号
】
は
「
「
技
能
実
習
制
度
運
用
要
領
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」
に
記
載
さ
れ

て
い
る
通
し
番
号
で
、
当
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
（
h
tt
p
s:
//
w
w
w
.o
ti
t.
g
o
.j
p
/j
is
sy
u
_
u
n
y
o
u
/）

の
で
、

改
正
内
容
の
詳
細
は
技
能
実
習
制
度
運
用
要
領
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

１

https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou/


２
．
監
理
団
体
許
可
申
請
関
係

〇
監
理
団
体
許
可
申
請
に
お
い
て
、
財
産
的
基
礎
に
関
す
る
書
類
と
し
て
「
法
人
の
事
業
に
係
る
出
入
金
が
適
正
に

行
わ
れ
て
い
る
か
確
認
で
き
る
も
の
」
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
追
記
し
ま
し
た
。
【
通
し
番
号

4
3
】

〇
「
優
良
な
実
習
実
施
者
」
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
、
考
え
方
を
追
記
し
ま
し
た
。

・
技
能
実
習
生
の
実
技
試
験
の
合
格
率
の
計
算
方
法
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
不
受
検
者
に
当
た
ら
な
い

例
。
【
通
し
番
号
2
0
】

・
技
能
実
習
生
の
昇
給
率
に
お
い
て
、
直
近
の
技
能
実
習
事
業
年
度
に
対
象
者
が
い
な
い
場
合
の
取
扱
い
。

【
通
し
番
号
2
1
】

〇
「
優
良
な
監
理
団
体
」
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
、
考
え
方
を
追
記
し
ま
し
た
。

・
直
近
過
去
３
年
以
内
に
適
正
な
実
習
監
理
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
改
善
命
令
を
受
け
た

こ
と
が
あ
る
場
合
、
項
目
①
Ⅰ
は
加
点
対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
【
通
し
番
号
4
6
】

・
直
近
過
去
３
年
以
内
に
技
能
実
習
生
か
ら
の
相
談
に
適
切
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
改
善

命
令
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
、
項
目
④
Ⅰ
は
加
点
対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
【
通
し
番
号
4
8
】

・
地
域
社
会
と
の
共
生
に
関
す
る
具
体
例
等
を
追
記
し
ま
し
た
。
【
通
し
番
号
4
9
】

３
．
優
良
な
実
習
実
施
者
及
び
監
理
団
体
の
基
準
関
係

２



４
．
監
理
団
体
の
業
務
の
実
施
に
関
す
る
も
の

〇
監
査
、
訪
問
指
導
の
頻
度
に
お
け
る
起
算
月
の
考
え
方
を
記
載
し
ま
し
た
。
【
通
し
番
号
3
6
、
3
7
】

〇
監
理
団
体
と
雇
用
契
約
が
な
い
者
を
作
成
指
導
者
と
し
て
、
技
能
実
習
計
画
の
作
成
指
導
を
行
わ
せ
た
場
合
、
名

義
貸
し
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
記
載
し
ま
し
た
。
【
通
し
番
号
3
8
】

〇
帰
国
旅
費
の
負
担
及
び
「
必
要
な
措
置
」
に
関
す
る
考
え
方
を
追
記
し
ま
し
た
。
【
通
し
番
号
3
9
】

・
監
理
団
体
が
負
担
す
る
帰
国
旅
費
に
は
、
技
能
実
習
生
が
出
発
す
る
空
港
ま
で
の
移
動
費
が
含
ま
れ
ま
す
。

・
帰
国
の
た
め
の
P
C
R
検
査
費
用
に
つ
い
て
、
技
能
実
習
生
に
費
用
の
負
担
が
困
難
な
事
情
が
あ
る
場
合
、
「
必

要
な
措
置
」
の
一
環
と
し
て
、
監
理
団
体
が
負
担
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

〇
技
能
実
習
生
か
ら
の
相
談
体
制
に
つ
い
て
、
技
能
実
習
を
行
っ
て
い
る
時
間
帯
の
み
な
ら
ず
、
夜
間
、
休
日
に
も

適
切
に
相
談
応
需
体
制
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
追
記
し
ま
し
た
。
【
通
し
番
号
4
1
】

〇
令
和
５
年
６
月
以
降
、
監
理
団
体
の
業
務
の
運
営
に
係
る
規
程
は
、
原
則
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
公
表

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
追
記
し
ま
し
た
。
【
通
し
番
号
4
2
】

〇
監
理
費
を
預
託
さ
せ
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
預
託
さ
せ
た
金
銭
か
ら
監
理
費
と
し
て
精
算
し
た
時
点
が

徴
収
時
点
と
な
り
、
預
託
額
が
監
理
費
と
し
て
精
算
（
徴
収
）
し
た
額
を
上
回
っ
た
場
合
、
そ
れ
以
降
の
預
託
額
の

減
額
等
に
よ
り
実
習
実
施
者
に
返
還
せ
ず
に
他
の
用
途
に
費
消
し
た
場
合
に
は
、
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
手
数
料

又
は
報
酬
を
受
け
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
追
記
し
ま
し
た
。
【
通
し
番
号
5
2
】

〇
監
理
事
業
の
業
務
を
委
託
す
る
際
に
は
、
委
託
の
範
囲
を
明
確
に
定
め
、
契
約
書
等
に
よ
る
書
面
で
の
契
約
が

望
ま
れ
る
こ
と
を
追
記
し
ま
し
た
。
【
通
し
番
号
5
4
】

３



〇
技
能
実
習
計
画
認
定
申
請
に
係
る
提
出
書
類
が
変
更
さ
れ
、
一
覧
・
確
認
表
が
更
新
さ
れ
ま
し
た
。
【
通
し
番
号

7
1
,7
2
】

な
お
、
一
部
の
書
類
に
関
し
て
は
、
過
去
の
申
請
又
は
届
出
時
か
ら
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
、
当
該
書
類
を

提
出
し
た
日
ま
た
は
申
請
番
号
（
認
定
番
号
）
を
明
示
す
る
こ
と
で
、
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〇
監
理
団
体
の
許
可
申
請
の
添
付
書
類
一
覧
表
が
更
新
さ
れ
ま
し
た
。
【
通
し
番
号
7
3
】

５
．
様
式
の
変
更

４



〇
監
理
団
体
（
企
業
単
独
型
技
能
実
習
の
場
合
は
実
習
実
施
者
）
が
試
験
実
施
機
関
か
ら
技
能
検
定
等
の
合
格
証
書

等
を
受
領
し
た
場
合
は
、
監
理
団
体
や
実
習
実
施
者
が
保
管
す
る
こ
と
な
く
、
速
や
か
に
技
能
実
習
生
本
人
へ
手
交

す
る
よ
う
追
記
し
ま
し
た
。
【
通
し
番
号
0
7
、
6
1
】

〇
技
能
実
習
指
導
員
の
配
置
に
つ
い
て
、
様
々
な
現
場
に
出
向
い
て
技
能
実
習
を
行
う
場
合
や
交
代
制
勤
務
の
場
合

等
に
お
い
て
も
、
認
定
計
画
に
従
っ
て
直
接
指
導
す
る
体
制
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
記
載
し
ま
し
た
。

【
通
し
番
0
9
】

〇
宿
泊
施
設
の
消
火
設
備
、
私
有
物
収
納
設
備
に
関
し
て
以
下
の
内
容
を
追
記
し
ま
し
た
。
【
通
し
番
号
1
6
】

・
火
災
が
発
生
し
た
際
に
機
能
す
る
よ
う
実
効
性
の
あ
る
場
所
に
消
火
設
備
を
設
置
し
、
日
頃
か
ら
点
検
す
る
こ
と
。

・
技
能
実
習
生
の
私
物
の
利
用
で
は
、
私
有
物
収
納
設
備
を
設
け
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。

〇
技
能
実
習
生
が
定
期
に
負
担
す
る
居
住
費
に
つ
い
て
、
借
上
物
件
で
あ
っ
て
も
貸
主
が
監
理
団
体
ま
た
は
実
習
実

施
者
と
同
視
で
き
る
場
合
は
自
己
所
有
物
件
に
居
住
さ
せ
る
場
合
と
同
じ
考
え
方
と
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
ま
し
た
。

【
通
し
番
号
1
7
】

〇
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
技
能
実
習
生
の
人
数
枠
に
お
け
る
常
勤
職
員
と
し
て
差
し
支
え
な
い
旨
を

追
記
し
ま
し
た
。
【
通
し
番
号
2
4
】

・
所
定
労
働
日
数
が
週
５
日
以
上
及
び
年
間
2
1
7
日
以
上
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
週
所
定
労
働
時
間
が
3
0
時
間
以
上
。

・
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
週
所
定
労
働
時
間
が
3
0
時
間
以
上
。

〇
技
能
実
習
生
の
妊
娠
・
出
産
等
を
理
由
に
、
技
能
実
習
生
の
意
に
反
し
て
一
方
的
に
技
能
実
習
を
打
ち
切
っ
た
場

合
ま
た
そ
の
場
合
に
監
理
団
体
が
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
、
何
ら
措
置
を
講
じ
て
い
な
か
っ
た
場
合
は
、
技
能
実
習
計

画
の
認
定
の
取
消
し
又
は
監
理
団
体
の
許
可
の
取
消
し
の
対
象
に
な
る
こ
と
を
明
確
に
し
ま
し
た
。
【
通
し
番
号

3
0
、
5
3
】

６
．
そ
の
他

５
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